
配慮書が提出されてから６０日程度

事業者見解が提出されてから９０日

事業者が調査・予測・評価・環境保全対策を検討する。

事業者見解が提出されてから１２０日

免許・許認可・補助金等の審査

環境審議会

環境審議会

市意見北海道

環境大臣の意見

市民意見の受付

方法書

作成・公表

経済産業大臣の意見

環境大臣の意見

対象事業の計画策定

配慮書

市民意見の受付

経済産業大臣の意見

環境大臣の意見

報告書の作成

経済産業大臣の意見

評価書の作成

発電所の環境アセス手続と審議会との関係（フロー図）

環境審議会

市意見北海道

作成・公表

市意見北海道

報告書の公表

事業の実施（着手）

経済産業大臣の意見

市民意見の受付

環境保全措置の実施

事後調査の実施

許認可庁の審査

環境大臣の意見

準備書

調査・予測・評価の実施

アセス項目・方法の決定

評価書の確定

計画段階の環境配慮 

環境アセスメント方法の決定     

    （スコーピング） 

環境アセスメントの実施 

環境アセスメント結果の意見聴取手続き 

環境アセスメント結果の 

事業への反映 

環境保全措置等の 

結果の報告・公表 

専門家の意見を参考に 

市としての意見を提出 

環境審議会の諮問・答申を

経てから市としての意見提出 

資料－１ 

専門家の意見を参考に 

市としての意見を提出 


